
号
日

０
８２

０
月

２
２

１
年７

第
和

薬
令

一般社団法人宮城県病院薬剤師会長 殿

１
１

一
二
ユ

リ
ｆ
ｌ

凶

宮城県保健福祉部長

大麻草の栽培の規制に関する法律施行細則の一部改正について（通知）

本県の大麻取締行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。

このことについて、別添のとおり令和7年2月28日付けで大麻草の栽培の規制に

関する法律施行細則の一部を改正する規則（令和7年宮城県規則第45号）が公布さ

れましたので御承知願います。

なお、一部改正の要旨等は下記のとおりです。

記

1 －部改正の要旨

令和5年12月13日付けで大麻取締法及び麻薬及び向精神薬の一部を改正する

法律（令和5年法律第84号、以下「改正法」という。）が公布されたことに伴

い、大麻草の栽培の規制に関する法律施行細則（平成12年宮城県規則第108

号）について所要の改正を行うもの。

なお、改正法は令和6年12月12日及び令和7年3月1日の2段階で施行され

るが、今回の改正は、このうち第2段階施行に対応するもの。

2 改正の主な内容

大麻草採取栽培者について、第一種大麻草採取栽培者に名称等が変更となること

に合わせて各種申請及び届出に必要な様式を修正した。

3 施行年月日

令和7年3月1日

4 経ﾔ偶港雷

1J”Iトリ Oｰ~｢一Eユ ノ」 ふ 1割

4 経過措置

改正前の大麻草の栽培の規制に関する法律施行細則の規定による様式で、取扱い

上著しく支障のないものについては当分の間、改正後の大麻草の栽培の規制に関す

る法律施行細則の規定によるものとみなす。

担当：薬務課 監視麻薬班 青木

TEL:022-21 1-2653

担当：薬務課 監視麻薬班 青木

TEL:022-21 1-2653

FAX:022-211-2490

E-mail :yakumu-k@prefmiyagi19.jp
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一

ｰ

宮 城 県 公 報 第580号(1) 令和7年2月28日 金曜日

規
則

○
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
家
畜
人
工
授
糖
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生国
一不

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
韮
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更

○
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
八
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

○
都
市
計
画
変
更
の
図
普
の
写
し
の
縦
覧

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
聯
業
計
画
変
更
の
認
可

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出

公
告

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
蒟
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

宮
城
県
公
報

目
次規

則

（
水
産
林
政
総
務
課
）

．（道
路

課
）

（
都
市
計
画
課
）

（
同

）

（
同

）

発 行

宮 城 県
(総務部県政備報･文普課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目8番1号
電話022(211)2267
(毎週火､金曜日発行）

（
同

）

（
建
築
宅
地
課
）

（
障
害
福
祉
課
）

九

（
障
害
福
祉
課
）

（
同

）

（
同

）

（
薬
務

課
）

（
畜
産

課
）

ペ
ー
ジ

上九 九 八 八 八 七 七 七 六 六 一

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
滞

○
宮
城
県
規
則
第
四
十
五
号

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
沓
）

第
三
条

条
例
第
三
条
の
届
出
沓
は
、
第
一
極
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
登
録
事
項
変
更
届
（
様
式
第
一
号
）
と
す
る
。

（
免
許
証
の
書
換
交
付
の
申
鯖
瞥
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
瞥
換
交
付
申
請
誉
（
様
式
第
二
号
）

と
す
る
。

（
免
許
証
の
再
交
付
の
申
請
沓
）

第
五
条

条
例
第
五
条
の
申
諭
書
は
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
と
す
る
。

（
免
許
証
の
返
納
の
届
出
瞥
）

第
六
条

条
例
第
六
条
の
届
出
誉
は
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
返
納
届
（
様
式
第
四
号
）
と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
届
出
」
を
「
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「
大
麻
事
故
届
（
様
式
第
五
号
」
を
「
大
麻
等
事

故
届
（
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
納
入
通
知

誉
」
を
「
知
事
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
持
出
し
の
許
可
の
申
請
香
）

第
七
条

条
例
第
七
条
の
申
鯖
普
は
、
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
持
出
し
許
可
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
と
す
る
。

（
廃
棄
の
届
出
書
）

第
八
条

条
例
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
届
出
害
は
、
大
麻
廃
棄
届
（
様
式
第
六
号
）
と
す
る
。

（
譲
渡
の
届
出
書
）

第
九
条

条
例
第
九
条
の
届
出
書
は
、
大
麻
等
譲
渡
届
（
様
式
第
七
号
）
と
す
る
。

様
式
第
一
号
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「
（
懇
心
淋
雪
索
こ
を
「
（
鵠
い
淋
潭
調
こ
に
、
「
汁
雰
緋
索
智
鉾
鑪
雌
鹸
識
噸
鄭
鶏
斌
潟
湖
副
」

を
「
霧
ｌ
麓
汁
弄
価
索
舞
鴬
鋪
蝿
鹸
轄
彫
難
掻
斌
潟
凋
副
」
に
、
「
蝦
田
」
を
「
鰻
田
」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第

一
号
と
す
る
。
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命
一 韓精戦111IDE- ｢(第5条関係)」釦「(第4条関係)」里′「大麻草採取栽培者免許証瞥換交付申請智」

や「第一種大麻草採取栽培者免許証替換交付申請書」辿謡全′匡挺f"挺禎鵜1 1"･'J･I｡､蝿･

謹精壗目恥任「(第6条関係)」釦「(第5条関係)」且′「大麻草採取栽培者免許証再交付申請書」

蝉「第一種大麻草採取栽培者免許証再交付申請書」里謡母′匡韓預揮毒精選111It'AjPyE篝精e遥里

%e1毒禎纈旨"1<蝿。

様式第4号（第6条関係） ｜

第一種大麻草採取栽培者免許証返納届

I

辮
劇

吐
蓉

伽
、
壁
蝸

、
爲
皿
函
母
吟
晨
午

巾
っ
囲
恕

’

I

(注意）

;鰯職蝋霊↓急"’…調……ゞ

１
１
１
０
Ⅱ

Ⅱ
１
１
Ⅱ
１
１
Ⅲ
Ⅱ
Ⅶ
Ⅲ
剛
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
ｌ
Ⅱ
１
１
１
Ⅱ

|
I

’

11

〆

免 許 証 の 番 号 第

免許証返納の理由

及 び そ の 年 月 日

上記のとおり、免詐証を返納し兇

年 月 日

住
氏

宮城県知事 殿

１
１
１
１
■
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｌ
■
‐
‐
１
１
１
‐
１
１

I

’

｡

１
１

Ⅱ
巳
■
８
１
０
Ⅱ

いので届け出ます。

所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

名（法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名）

号 免許年月日 年 月 日



ロ

様式第8号（第10条関係）遥精壗桝ﾛﾄ'"%e･$6'●以謡畳′匡毒禎知篝禎壗<m[,Ajlo､IQ。

大麻等事故届

巾
。
囲
鰕

I

溝
劇

畦
蓉

伽

’

、
誉
鎖

国
関
唾
因
叶
ト
晨
午

命
）

｜
’

(注意）

用紙の大きさは、A4とすること。

’

’

免 許 証 の 番 号

免 許 の 種 類

事故が生じた大麻等

栽培地並びに業務上

大麻、発芽不能未処理種

子及び麻薬を取り扱う

事 務 所 の 位 世

Ｐ
Ｌ

事故の発生状況

事故発生年月日、

場所、事故の種類、

盗難の場合は警察

通 報 の 有 無
、
』

上記のとおり、事故が発生したので届け出ます。

年 月 日

住 所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

氏 名（法人又は団体にあっては、その名称）

宮城県知事 殿

第 号

名
画

ロロ

免許年月日

氏 名

数 量

年 月 日



I

守
一 鋒禎壗ヨ恥e基里還e lll遥精恕晨'R岬｡ 様式第5号（第7条関係）

第一種尤麻草採取栽培者持出し許可申請書

霧
割

吐
箕

伽
、
蟹
蝸

、
関
亟
函
母
ト
晨
午

叩
ｏ
閉
溌

1

1

I

(注意） ｜

用紙の大きさは、A4とすること。

１
１
１

’

I

免 許 証 の 番 号

持ち出そうとする

大 麻 の 栽 培 地

の 所 在 地

持ち出そうとする大麻の

品 名 及 び 数 湿

持 出 し 先 の

名 称 及 び 所 在 地

持 出 し の 理 由

持出しを行う年月日

上記のとおり、大麻を栽培地外I ．

年 月 日

住

氏

宮城県知事 殿

！

Ｉ

’

第 |’ 号

P

’

所

名||称
塒
１
１
‐
１
１
所
１
１
‐
脂
１
１
１
１
‐
Ⅲ
１
１
‐
Ｉ

ち出したいので申請します。

(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

(法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名）

ロ

名ﾛ同

｜
’

E 地

免 許 年 月 日

数 量

年 月 日

I
|’

弓

｜
｜

’

’



○

様式第7号（第9条関係）様式第6号（第8条関係）

大麻等譲渡届大麻廃棄届

恥
◎
路
盤 年 月 日

宮城県知事 殿

住
続

氏

所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

柄

名（法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名）
●

大麻等を譲渡したので、次のとおり届け出ます。

聯
割

叫
葺

伽

１

、
豐
娼

、
関
唾
函
叶
ト
晨
午

、

(注意）

l 用紙の大きさは、A4とすること。

2 法第12条の8第1項に規定する免許期間満了者等が大麻を第一種大麻草採取栽培者､大麻
草研究栽培者若しくは麻薬研究施設の設置者に談り渡した際又は発芽不能未処理種子を大麻

草栽培者に誠り渡した際に用いること。

I(注意）

用紙の大きさは、A4とすること。

免 許 証 の 番 号

大 麻 の 栽 培 地

の 所 在 地

大 麻 を 取 り 扱 う

事 務 所 の 所 在 地

廃棄しようとする大麻の

品 名 及 び 数 通

廃 棄 の 場 所

廃 棄 の 方 法

廃 棄 の 理 由

廃 棄 の 年 月 日

上記のとおり、大麻を廃棄したいので届け出ます。1

年 月 日

住 所(法人又は団体lとあっては、主たる事務所の所在地）

氏 名（法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名）

i 1
1『

I
宮城県知事 殿

I

第 号

｜名
ロ

ロロ

》

t
h

免 静 年 月 日

数 量

年 月 日

譲
渡

人

譲 渡 年 月 日

譲
渡
し
た
大
麻
等

譲
受

人

失効前の免許証の番号

大麻等を業務

上取り扱って

い た 場 所

届出義務者

ロ

名、1

免許の種類

麻薬研究施設

又は大麻等の

所 在 場 所

麻薬研究施設

の設置者又は

大麻草栽培者

所 在 地

名 称

住 所

氏 名

所 在 地

名 称

住 所

氏 名

第 号

免許証の番号

数 通

第 号



第580号 令和7年2月28日 金曜日 宮 城 県 公 報 (6)

○
宮
城
県
告
示
第
七
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

家
畜
人
工
授
箱
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事

村
井

嘉
浩

○
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号

家
畜
人
工
授
精
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

家
畜
人
工
授
糖
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
納
付
方
法
の
特
例
）

第
五
条

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
の
納
付
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
現
金
に
よ
る
方
法

二
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事
の
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行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
る
方
法

三
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
こ
の
こ
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受

託
者
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
の
こ
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
い
う
。
）
に
納
付
を
委
託
す

る
方
法

様
式
第
七
号
中
「
（
篭
切
淋
雪
調
）
」
を
「
（
蓋
の
淋
塞
索
）
」
に
、
「
鶚
、
淋
識
胃
量
」
を
「
鵠
の
静
識
骨
蜀
」
に
改

め
る
。
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こ
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一
日
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す
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

ｌ
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
改
正
前
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る

も
の
と
み
な
す
。
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。
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